
一般競争入札「電力広域的運営推進機関　労働者派遣業務（秘書）」への質問に対する回答

No.
仕様書等該当箇所

（ページ、項目等）
質 　問 回　答

1 仕様書7．(1)

仕様書7．(1)における「役員秘書」とは、どのような定義でしょうか。
企業規模や体制、役職呼称の違いによって、一概に統一基準とはならない
ケースもあるかと存じます。今後厳格運用をされるとの事でしたので、
この「役員」に相当する基準をご教示頂ければ幸いです。

企業・団体の規模や組織形態等を問わず、執行役員以上を補佐する秘書のご経験を
お持ちの方の勤務を希望いたします。

2 仕様書４
勤務時間に関し、2018年3月31迄の既存勤務時間から変更になっているかと存じ
ますが、それに伴い「早出出勤」「遅出出勤」の当番制はなくなると考えて差し支
えないでしょうか。

当番制を廃するべく、勤務時間を、従前の9:00-17:40から、8:30-17:30に変更
いたしました。
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